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一
九
九
四
年
に
日
清
戦
争
一
○
○
周
年
を
迎
え
た
。
そ
し
て
、
あ
と
七
年

後
の
二
○
○
四
年
に
は
日
露
戦
争
一
○
○
周
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

通
常
、
歴
史
は
関
係
者
が
物
故
し
て
初
め
て
生
ま
れ
る
、
な
ど
と
言
わ
れ
て

い
る
。
既
に
日
露
戦
争
か
ら
九
二
年
が
経
過
し
、
上
は
明
治
天
皇
か
ら
下
は

参
加
兵
卒
ま
で
す
べ
て
物
故
し
た
現
在
、
改
め
て
歴
史
と
し
て
の
真
価
が
問

わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
最
近
の
日
露
戦
争
に
対
す
る
解
釈
の
中
で
最
も
欠
け
て
い
る
の

は
、
「
兵
卒
の
立
場
か
ら
み
た
日
露
戦
争
」
で
あ
る
。
戦
争
に
お
い
て
実
際

の
戦
場
で
闘
っ
て
い
る
の
は
天
皇
で
も
首
相
で
も
参
謀
総
長
で
も
な
く
、
他

な
ら
ぬ
兵
卒
で
あ
る
。
こ
れ
ら
兵
卒
が
、
ど
の
よ
う
な
制
度
の
下
で
、
ど
の

よ
う
に
考
え
、
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
か
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、
戦
争
の
根

底
が
理
解
で
き
る
。

だ
が
、
兵
卒
の
立
場
は
容
易
に
理
解
で
き
な
い
。
徴
兵
・
召
集
と
い
う
制

度
自
体
が
複
雑
で
あ
り
、
肝
心
な
兵
卒
自
身
も
誤
っ
た
認
識
を
も
っ
て
い
る

序 法
政
史
学
第
四
十
九
号

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

兵
卒
の
履
歴
簿

Ｉ
三
鷹
村
在
郷
軍
人
名
簿
か
ら
み
た
日
露
戦
争
Ｉ場
合
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
兵
卒
の
手
記
・
記
録
に
お
い
て
も
、
誤
記
・
記
憶

違
い
・
自
己
顕
示
な
ど
に
よ
り
す
べ
て
が
正
確
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
且
つ

高
階
級
・
高
学
歴
者
偏
重
に
陥
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
手
記
・
記
録
で
す

ら
、
太
平
洋
戦
争
期
に
比
べ
て
日
露
戦
争
期
は
一
層
少
な
く
、
体
系
的
に
網

羅
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。

こ
の
困
難
な
兵
卒
の
立
場
の
理
解
に
対
し
、
大
江
志
乃
夫
は
徴
密
な
論
述

に
多
数
の
兵
卒
の
記
録
・
手
記
を
織
り
ま
ぜ
て
「
日
露
戦
争
の
軍
事
史
的
研

究
」
を
記
し
、
五
○
○
通
以
上
も
の
軍
事
郵
便
の
内
容
を
通
じ
て
兵
卒
の
行

動
・
心
情
を
描
写
し
た
「
兵
卒
た
ち
の
日
露
戦
争
」
を
世
に
送
っ
た
。
日
露

戦
争
研
究
に
一
石
を
役
ず
る
も
の
で
あ
り
、
「
兵
卒
の
立
場
か
ら
み
た
日
露

戦
争
」
と
い
う
解
釈
に
示
唆
を
与
え
る
書
で
あ
る
。

私
が
「
兵
卒
の
立
場
か
ら
み
た
日
露
戦
争
」
を
論
述
す
る
契
機
と
な
っ
た

の
は
、
大
江
志
乃
夫
と
の
出
会
い
、
そ
し
て
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
「
三
鷹

村
在
郷
軍
人
名
簿
」
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
兵
卒
個
々
の
記
録
・
手
記
が
個

人
的
内
容
で
あ
り
誤
記
も
多
い
こ
と
に
対
し
、
｜
｜
｜
鷹
村
在
郷
軍
人
名
簿
は
多

数
の
兵
卒
の
記
録
が
綴
ら
れ
て
い
る
「
履
歴
簿
」
で
あ
り
内
容
も
そ
れ
な
り

渡
辺
穰

五
八
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（
｜
）
三
厩
村
と
兵
事
事
務

一
八
八
八
年
に
市
制
町
村
制
が
公
布
さ
れ
、
翌
八
九
年
四
月
一
日
か
ら
新

し
い
町
村
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
三
鷹
村
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
従

（
１
）

来
の
組
合
役
場
・
戸
長
を
廃
し
、
旧
十
力
村
を
統
ム
ロ
し
て
誕
生
し
た
。
当
時

の
三
鷹
村
は
、
戸
数
七
一
一
六
戸
・
人
口
五
○
六
人
・
吏
員
は
村
長
以
下
六
名

（
２
）

と
い
う
小
さ
な
村
で
あ
り
、
現
在
と
違
っ
て
武
蔵
野
の
風
合
を
色
濃
く
残
し

て
い
た
。
こ
の
武
蔵
野
の
一
角
に
あ
る
小
さ
な
村
を
誕
生
さ
せ
た
市
制
町
村

制
は
、
明
治
政
府
に
よ
る
地
方
自
治
制
度
の
完
成
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
明

治
政
府
に
よ
る
地
方
自
治
制
度
と
同
時
に
整
備
さ
れ
た
の
が
国
民
皆
兵
、
す

な
わ
ち
徴
兵
制
で
あ
る
。

国
民
皆
兵
の
具
現
た
る
徴
兵
制
が
実
質
的
に
成
立
し
た
の
は
一
八
七
三
年

の
徴
兵
令
布
告
に
よ
る
。
し
か
し
、
当
時
は
ま
だ
地
方
自
治
体
が
完
全
に
整

備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
肝
心
な
軍
組
織
も
明
治
維
新
直
後
で
混
沌
と
し
て
い
る

状
態
で
あ
り
、
徴
兵
令
は
度
重
な
る
改
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

徴
兵
令
は
一
八
七
五
年
・
’
八
七
九
年
・
’
八
八
三
年
と
全
文
改
正
さ
れ
、

徴
兵
令
を
補
う
徴
兵
事
務
条
例
も
一
八
七
九
年
に
公
布
さ
れ
て
同
様
に
改
正

（
３
）

が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
徴
兵
法
〈
戸
の
改
正
は
、
軍
組
織
の
整
備
と
と
も
に
地

に
正
確
で
あ
る
。
こ
の
三
鷹
村
在
郷
軍
人
名
簿
を
無
味
乾
燥
的
事
実
の
羅
列

に
留
め
ず
、
組
織
・
制
度
・
法
令
を
追
求
し
、
あ
る
程
度
の
推
定
も
含
み
な

が
ら
兵
卒
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
、
日
露
戦
争
の
根
底
に
迫
っ
て
み
る
。

（
通
常
に
お
い
て
戦
闘
員
の
こ
と
を
「
兵
士
」
と
呼
ぶ
が
、
日
露
戦
争
期

で
は
「
兵
卒
」
が
一
般
的
な
の
で
、
こ
こ
で
は
「
兵
卒
」
で
統
一
す
る
。
）

兵
卒
の
履
歴
簿
（
渡
辺
）

三
鷹
村
在
郷
軍
人
名
簿

（
二
）
三
鷹
村
在
郷
軍
人
名
簿

徴
兵
制
の
整
備
と
軍
組
織
の
確
立
・
増
強
は
、
地
方
自
治
体
の
兵
事
事
務

を
徐
々
に
繁
雑
な
も
の
と
し
た
。
だ
が
、
徴
兵
制
の
整
備
に
よ
る
常
備
徴
集

兵
員
の
増
加
は
、
同
時
に
戦
時
要
員
の
増
加
す
な
わ
ち
召
集
制
度
の
確
立
を

も
意
味
し
て
い
た
。

召
集
制
度
の
確
立
に
力
を
注
い
で
い
た
の
は
、
主
に
陸
軍
で
あ
っ
た
。
平

時
の
兵
力
で
そ
の
ま
ま
戦
時
に
移
行
で
き
る
海
軍
に
比
し
、
陸
軍
は
予
算
的

に
も
、
そ
し
て
労
働
人
口
確
保
の
た
め
に
も
大
兵
力
を
平
時
に
養
う
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
召
集
制
度
の
確
立
は
絶
対
不
可
欠
な
要
因
で

あ
っ
た
。

陸
軍
は
一
八
七
五
年
に
早
く
も
「
後
備
軍
召
集
条
例
」
を
公
布
し
一
八
八

六
年
に
「
陸
軍
召
集
条
例
」
が
公
布
さ
れ
た
が
、
改
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

の
は
前
項
と
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
徴
兵
制
と
地
方
自
治
体
の
完
成
、
合

わ
せ
て
日
清
戦
争
で
実
際
の
戦
時
召
集
を
経
た
一
八
九
六
年
に
陸
軍
召
集
条

例
が
全
文
改
正
さ
れ
陸
軍
召
集
条
例
施
行
細
則
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
こ
に
兵

事
事
務
は
徴
兵
と
召
集
と
い
う
二
系
統
と
な
り
、
「
軍
の
窓
口
」
と
し
て
の

（
４
）

市
町
村
役
場
業
務
は
更
に
繁
雑
と
な
っ
た
。
こ
の
軍
の
窓
口
た
る
市
町
村
役

方
自
治
体
制
度
の
確
立
と
無
関
係
で
は
な
い
。

市
制
町
村
制
の
実
施
と
ほ
ぼ
同
時
に
徴
兵
令
が
全
文
改
正
さ
れ
、
同
時
に

徴
兵
事
務
条
例
・
徴
兵
事
務
条
例
施
行
規
則
も
公
布
さ
れ
た
。
以
後
の
徴
兵

法
令
は
再
び
改
正
を
繰
り
返
す
が
、
敗
戦
ま
で
大
き
な
変
化
は
な
い
。
す
な

わ
ち
、
地
方
自
治
制
度
の
完
成
は
同
時
に
徴
兵
制
度
の
完
成
で
も
あ
り
、
市

町
村
役
場
は
「
軍
の
窓
口
」
と
い
う
一
面
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

五
九
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坦
箇
田
朴
鰍
団
十
目
ﾛ
Ｉ
Ｄ

Ｋ
Ｏ

図
１
三
鷹
村
在
郷
軍
人
名
簿
総
数

②
日
露
戦
争
参
加
者
総
数

①
三
鷹
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在
郷
軍
人
名
簿
総
数
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場
が
、
召
集
に
関
す
る
基
本
資
料
と
し
て
作
成
・
管
理
し
て
い
た
書
類
が

「
在
郷
軍
人
名
簿
」
で
あ
る
。

’
八
九
六
年
陸
軍
召
集
条
例
・
陸
軍
召
集
条
例
施
行
細
則
は
、
市
制
町
村

制
施
行
後
に
初
め
て
改
正
さ
れ
た
召
集
法
令
で
こ
そ
あ
る
が
、
ま
だ
現
状
に

適
合
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
’
八
九
九
年
に
再
び
全
文
改

正
が
な
さ
れ
た
。
’
八
九
九
年
陸
軍
召
集
条
例
第
八
条
に
「
町
村
長
ハ
在
郷

軍
人
名
簿
ヲ
調
整
シ
常
一
一
其
ノ
異
動
ヲ
訂
正
ス
ヘ
シ
」
と
規
定
さ
れ
、
市
町

村
役
場
は
余
す
こ
と
な
く
在
郷
軍
人
を
把
握
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
市
町
村

役
場
は
一
八
九
九
年
か
ら
在
郷
軍
人
名
簿
を
調
整
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

そ
の
様
式
に
つ
い
て
一
八
九
九
年
陸
軍
召
集
条
例
に
規
定
は
な
く
、
恐
ら
く

師
団
召
集
事
務
規
定
・
県
召
集
事
務
細
則
な
ど
に
様
式
が
提
示
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
’
九
○
七
年
に
陸
軍
召
集
条
例
施
行
細
則
が
一
部
改

正
さ
れ
、
在
郷
軍
人
名
簿
の
様
式
が
提
示
さ
れ
た
。
こ
の
様
式
が
三
鷹
村
在

郷
軍
人
名
簿
の
も
の
で
あ
る
。
三
鷹
村
在
郷
軍
人
名
簿
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま

ま
残
っ
て
い
た
理
由
は
、
一
九
一
三
年
に
陸
軍
召
集
令
・
陸
軍
召
集
令
施
行

細
則
が
公
布
さ
れ
た
際
に
在
郷
軍
人
名
簿
の
様
式
が
変
更
さ
れ
た
た
め
、
す

べ
て
新
し
く
書
き
直
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
在
郷
軍
人
名
簿

が
完
全
な
状
態
で
残
っ
て
い
る
こ
と
は
希
有
で
あ
り
、
三
鷹
村
を
除
い
て
は

（
５
）

盲
雷
山
県
東
砺
波
郡
庄
下
村
の
ほ
か
に
私
は
確
認
し
て
い
な
い
。

三
鷹
村
在
郷
軍
人
名
簿
の
特
性
と
し
て
は
、
’
八
九
六
年
徴
集
の
後
備
役

兵
か
ら
一
九
一
三
年
徴
集
の
帰
休
兵
（
在
郷
現
役
）
ま
で
が
網
羅
さ
れ
て
お

り
、
日
露
戦
争
出
征
者
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。
人
数
で
み
る
と
総
数
三
一

九
名
、
そ
の
う
ち
九
三
名
の
日
露
戦
争
参
加
者
が
確
認
で
き
る
（
図
１
）
。

更
に
、
備
考
欄
に
は
経
歴
・
賞
罰
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
兵
卒
個
々
の
戦
歴

兵
卒
の
履
歴
簿
（
渡
辺
）

（
｜
）
終
始
一
貫
ｌ
村
越
一
等
卒
の
場
合

近
衛
歩
兵
一
等
卒
村
越
次
郎
吉

「
徴
兵
ト
シ
テ
明
治
出
三
年
十
一
一
月
一
日
近
衛
歩
兵
第
一
連
隊
へ
入
隊
明

治
出
六
年
十
一
月
廿
四
日
除
隊
明
治
出
七
年
二
月
八
日
近
衛
歩
兵
第
一

連
隊
充
員
召
集
一
一
応
ジ
日
露
戦
役
従
軍
清
国
大
石
橋
附
近
、
沙
河
附
近
、
奉

天
附
近
会
戦
等
ノ
戦
闘
一
一
参
与
ス
明
治
出
八
年
十
二
月
十
一
日
復
員
ニ
ョ

リ
召
集
解
除
明
治
出
九
年
四
月
一
日
戦
役
ノ
功
一
一
拠
り
功
七
級
金
鶏
勲
章

並
ビ
年
金
百
円
及
勲
八
等
白
色
桐
葉
章
下
賜
」

村
越
一
等
卒
は
一
九
○
○
年
の
徴
兵
検
査
で
甲
種
合
格
と
な
り
、
抽
薮
の

結
果
、
現
役
兵
と
し
て
入
隊
し
た
。
現
役
の
服
役
期
間
は
当
時
三
年
で
あ
っ

た
（
図
２
）
。
さ
ら
に
、
入
営
先
は
日
本
陸
軍
頭
号
連
隊
た
る
近
衛
歩
兵
第

一
連
隊
で
あ
る
。
近
衛
師
団
は
一
般
師
団
と
し
て
の
任
務
の
ほ
か
に
、
禁
關

守
衛
す
な
わ
ち
皇
居
の
警
備
や
天
皇
・
皇
族
の
護
衛
と
い
う
他
師
団
に
な
い

任
務
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
優
秀
な
壮
丁
が
選
ば
れ
、
特
に
歩
兵
隊
と
騎
兵

隊
で
は
隊
員
が
全
国
か
ら
徴
募
さ
れ
た
。
近
衛
歩
兵
第
一
連
隊
は
一
八
七
四

（
６
）

年
一
月
に
初
め
て
軍
旗
を
授
与
さ
れ
た
連
隊
で
あ
り
、
歴
代
皇
太
子
の
隊
付

連
隊
と
し
て
も
著
名
で
あ
る
。
恐
ら
く
村
越
一
等
卒
も
三
年
間
の
現
役
期
間

中
に
、
各
種
守
衛
・
儀
仗
勤
務
に
服
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

’
九
○
三
年
一
一
月
一
一
四
日
、
善
行
証
書
授
与
と
と
も
に
村
越
一
等
卒
は

満
期
除
隊
し
た
。
し
か
し
、
日
露
戦
雲
急
を
告
げ
、
在
郷
わ
ず
か
二
ヵ
月
の

一
九
○
四
年
二
月
八
日
に
充
員
召
集
を
受
け
た
。
充
員
召
集
と
は
戦
時
召
集

が
容
易
に
推
測
で
き
る
。

二
兵
卒
の
戦
歴

一
ハ
一
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図２兵役年限・役種

法
政
史
学
第
四
十
九
号

40才

第二国民兵役 後後後

第一国民兵役第一国民兵役

傭傭傭 １０年

陸

後備役
軍 役役

１２年

４月
補 常

備
兵
役

常
備
兵
役

予備役 予備役 4年４月

充

現役１年

海軍補充兵

兵 現役 3年

海 陸軍 軍 20才

（
い
わ
ゆ
る
「
赤
紙
」
は
戦
時
召
集
の
令
状
）
の
一
種

才
で
、
動
員
令
を
受
け
て
部
隊
が
平
時
編
成
か
ら
戦
時
編

７－
成
へ
移
行
す
る
際
の
戦
時
要
員
補
填
で
あ
る
。
他
の
戦

時
召
集
に
は
、
出
征
し
た
部
隊
の
欠
員
を
補
充
す
る
補

（
７
）

充
召
集
（
後
の
臨
時
召
集
）
が
あ
る
。
村
越
一
等
卒

は
、
現
役
時
と
同
じ
所
属
で
あ
る
近
衛
歩
兵
第
一
連
隊

表
に
充
員
召
集
さ
れ
た
。

作り
る
村
越
一
等
卒
が
召
集
さ
れ
た
前
後
の
国
内
外
情
勢
を

ｎ
曲
見
て
み
る
と
、
二
月
四
日
御
前
会
議
で
日
露
開
戦
に
決

剛蛎硴＃」｜胡肛川咽脈剛Ⅷ部卵旧加胴川畑Ⅶ川Ⅶ順
酬椥戦、一一月一○日宣戦布告、となっている・開戦
鋤
帥
決
定
か
ら
宣
戦
布
告
ま
で
の
短
い
間
に
、
陸
軍
は
先
遣

鵬
は
兵
力
の
動
員
、
海
軍
は
先
制
攻
撃
で
制
海
権
の
確
保
と

岬
駆
い
う
行
動
を
起
こ
し
た
。
時
代
の
大
き
な
う
ね
り
は
一
一
一

Ⅱ
蝿
鷹
村
に
い
た
村
越
一
等
卒
を
も
巻
き
込
ん
だ
。

令
海
動
員
さ
れ
た
村
越
一
等
卒
を
含
む
近
衛
歩
兵
第
一
連

兵
・
徴
官
隊
の
戦
歴
は
、
ま
ず
三
月
一
二
日
に
朝
鮮
・
鎮
南
浦
に

喝
吐
上
陸
し
、
満
州
に
向
け
前
進
を
開
始
し
た
・
緒
戦
は
三

僻
館
月
一
一
八
日
の
定
州
付
近
の
戦
闘
で
あ
り
、
近
衛
歩
兵
第

（
８
）

蛾
不
一
連
隊
と
近
衛
騎
兵
連
隊
が
先
陣
を
切
っ
た
。
こ
の
戦

岬
螂
闘
は
近
衛
歩
兵
第
一
連
隊
の
み
な
ら
ず
、
日
露
陸
戦
の

○
○
緒
戦
で
あ
っ
た
。
以
後
、
鴨
緑
江
渡
河
戦
、
様
子
嶺
付

近
の
戦
闘
、
遼
陽
会
戦
、
沙
河
会
戦
、
奉
天
会
戦
と
、

一
ハ
ー
ー
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果
て
し
も
な
い
戦
闘
が
続
く
こ
と
に
な
る
。

村
越
一
等
卒
の
在
郷
軍
人
名
簿
と
比
較
し
て
み
る
と
、
在
郷
軍
人
名
簿
で

は
「
清
国
大
石
橋
附
近
、
沙
河
附
近
、
奉
天
附
近
会
戦
等
ノ
戦
闘
一
一
参
与

ス
」
と
あ
る
。
「
大
石
橋
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
大
石
橋
は
近
衛
師
団
の
進

撃
路
か
ら
大
き
く
外
れ
て
お
り
、
近
衛
師
団
が
戦
闘
し
た
形
跡
は
な
い
。
恐

ら
く
「
大
石
橋
」
は
、
「
九
連
城
（
鴨
緑
江
河
畔
近
辺
）
」
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
遼
陽
会
戦
に
参
加
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
負
傷
・
疾
病
等
で
参

加
し
な
か
っ
た
の
か
、
記
載
漏
れ
で
あ
る
か
は
定
か
で
な
い
。
在
郷
軍
人
名

簿
の
戦
歴
記
載
は
、
役
場
の
兵
事
係
が
郵
便
も
し
く
は
直
接
本
人
に
確
認

し
、
軍
隊
手
牒
等
か
ら
写
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
や
や
不
確
実
な
面
も
あ

る
。日
露
戦
争
で
の
近
衛
歩
兵
第
一
連
隊
の
損
害
は
図
３
の
通
り
で
あ
る
。
特

に
遼
陽
・
沙
河
・
奉
天
会
戦
で
の
損
害
が
多
い
の
は
各
部
隊
共
通
だ
が
、
近

衛
歩
兵
第
一
連
隊
も
遼
陽
会
戦
で
の
揚
河
左
岸
の
戦
闘
、
沙
河
会
戦
で
の
歪

頭
山
・
馬
耳
山
の
戦
闘
、
奉
天
会
戦
で
の
唐
家
台
・
民
家
屯
の
戦
闘
で
そ
れ

ぞ
れ
多
く
の
損
害
を
出
し
た
。
村
越
一
等
卒
も
恐
ら
く
こ
れ
ら
す
べ
て
の
戦

闘
に
参
加
し
た
は
ず
で
あ
る
。
’
九
○
四
年
二
月
八
日
の
充
員
召
集
か
ら
一

九
○
五
年
一
二
月
一
一
日
の
平
和
復
興
に
よ
る
復
員
ま
で
、
そ
の
間
一
一
一
月
二

八
日
の
定
州
の
戦
闘
か
ら
翌
四
月
二
七
日
の
昌
図
追
撃
戦
を
も
含
め
、
一
年

十
ヵ
月
に
亘
る
長
い
戦
地
勤
務
で
あ
っ
た
。
緒
戦
か
ら
復
員
ま
で
、
文
字
通

り
「
終
始
一
貫
」
し
て
戦
い
抜
い
た
。
こ
れ
ら
の
戦
功
は
武
勲
著
し
い
と
認

め
ら
れ
、
復
員
後
の
一
九
○
六
年
四
月
一
日
付
日
露
戦
役
論
功
行
賞
で
、
功

七
級
金
鶏
勲
章
が
村
越
一
等
卒
へ
授
与
さ
れ
た
。

兵
卒
の
履
歴
簿
（
渡
辺
）

（
二
）
激
戦
ｌ
山
岸
上
等
兵
の
場
合

陸
軍
歩
兵
上
等
兵
山
岸
源
次
郎

「
明
治
出
七
年
三
月
九
日
歩
兵
第
一
連
隊
充
員
召
集
二
応
ジ
日
露
戦
役
従
軍

漬
国
金
州
及
南
山
、
旅
順
包
囲
軍
、
奉
天
附
近
ノ
戦
闘
一
一
参
与
ス
」

私
が
、
初
め
て
東
京
都
公
文
書
館
で
三
鷹
村
在
郷
軍
人
名
簿
を
見
た
時
、

湧
き
あ
が
る
興
奮
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
日
本
で
も
数
少
な
い
在

郷
軍
人
名
簿
で
あ
る
こ
と
や
日
露
戦
争
参
加
者
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
な
ど

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
日
露
戦
争
で
幾
多
の
苦
戦
を
強
い
ら
れ
最
大
の
損
害

を
出
し
た
第
三
軍
に
所
属
し
た
、
東
京
第
一
師
団
の
兵
卒
の
戦
歴
が
多
数
含

ま
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
日
露
戦
争
最
大
の
激
戦
は
、
三
回
の
攻
撃
に
失

敗
し
た
旅
順
攻
囲
戦
と
、
日
露
陸
戦
の
雌
雄
を
決
し
た
奉
天
会
戦
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ら
の
激
戦
に
お
い
て
、
第
三
軍
は
こ
と
ご
と
く
大
損
害
を
菫
っ

た
。
緒
戦
か
ら
第
一
一
一
軍
に
属
し
て
い
た
東
京
第
一
師
団
は
旅
順
・
奉
天
で
高

い
死
傷
率
を
示
し
、
さ
ら
に
第
一
一
一
軍
の
戦
闘
序
列
に
入
る
前
に
、
第
二
軍
の

指
揮
下
で
金
州
・
南
山
の
激
戦
を
経
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
戦
闘
に
参
加
し
た

兵
卒
の
記
録
は
、
私
に
と
っ
て
十
分
過
ぎ
る
ほ
ど
興
味
の
あ
る
も
の
で
あ
っ

た
。山
岸
上
等
兵
は
、
’
九
○
四
年
三
月
九
日
に
歩
兵
第
一
連
隊
へ
充
員
召
集

さ
れ
た
。
山
岸
上
等
兵
は
一
八
九
九
年
徴
集
で
あ
り
、
現
役
時
も
同
連
隊
に

入
隊
し
て
い
る
。
通
常
、
徴
集
さ
れ
る
兵
卒
の
大
部
分
は
歩
兵
で
あ
り
、
連

隊
区
直
属
の
歩
兵
連
隊
へ
入
営
す
る
。
近
衛
師
団
や
人
口
の
少
な
い
旭
川
第

七
師
団
の
徴
集
を
担
当
す
る
第
一
師
管
区
で
も
、
多
く
の
壮
丁
が
連
隊
区
直

属
の
歩
兵
連
隊
（
三
鷹
村
を
徴
集
し
て
い
る
麻
布
連
隊
区
の
場
合
は
歩
兵
第

一
連
隊
）
へ
入
営
し
た
。
山
岸
上
等
兵
も
、
そ
の
選
か
ら
漏
れ
ず
歩
兵
第
一

一ハ一一一
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連
隊
に
徴
集
さ
れ
、
日
露
戦
争
で
も
同
じ
連
隊
に
召
集
さ
れ
た
。

日
清
戦
争
に
お
け
る
死
者
は
戦
死
よ
り
も
病
死
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
。
こ

の
こ
と
は
、
火
器
の
未
発
達
に
よ
る
戦
死
者
の
過
少
と
、
酷
寒
の
地
満
州
で

（
型
、
動
や
椙
概
の
地
で
あ
る
台
湾
平
定
に
よ
る
病
死
の
過
多
が
影
響
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
露
戦
争
で
は
火
器
の
発
達
、
統
一
し
た
大
兵
力
の

運
用
・
指
揮
、
兵
力
の
短
期
間
大
量
補
充
に
よ
り
、
膨
大
な
兵
卒
の
戦
死

（
Ⅲ
）

傷
、
特
に
歩
兵
兵
卒
の
損
耗
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
山
岸
上
等
兵
の
所
属
し
た

歩
兵
第
一
連
隊
を
例
に
と
る
と
、
図
３
の
通
り
非
常
に
高
率
で
あ
る
。
奉
天

会
戦
で
の
死
傷
率
が
第
一
師
団
の
死
傷
率
よ
り
低
い
の
は
、
最
も
激
戦
で

あ
っ
た
田
義
屯
の
戦
闘
に
歩
兵
第
一
連
隊
は
間
接
的
に
し
か
参
加
し
て
お
ら

ず
、
他
の
歩
兵
連
隊
の
高
い
死
傷
率
が
第
一
師
団
全
体
の
死
傷
率
を
上
げ
て

（
Ⅱ
）

い
る
た
め
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
戦
時
定
員
か
ら
み
た
師
団
内
下
士
兵
卒
の
歩
兵
対
非
歩
兵
の
比

（
皿
）

率
を
見
る
と
、
一
対
○
・
六
○
と
な
る
。
図
１
に
よ
る
第
一
師
団
要
員
の
人

（
旧
）

数
を
見
て
も
、
歩
兵
一
一
四
人
に
対
し
非
歩
兵
一
一
二
人
、
比
率
は
一
対
○
・
五

四
と
な
り
上
記
比
率
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
か
ら
充
員
召

集
さ
れ
て
金
州
・
南
山
戦
か
ら
戦
い
抜
い
た
人
数
の
み
に
限
定
す
る
と
、
歩

兵
一
一
一
人
に
対
し
非
歩
兵
八
人
、
比
率
に
直
す
と
一
対
二
・
六
六
で
完
全
に
逆

転
し
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
は
、
歩
兵
兵
卒
の
死
傷
率
が
高
い
こ
と
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
第
一
師
団
の
戦
闘
が
激
烈
で
あ
っ
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
第
一
師
団
歩
兵
要
員
で
、
充
員
召
集
か
ら
復
員
ま
で
戦
い
得
た
、
わ
ず

か
三
名
の
一
人
が
山
岸
上
等
兵
で
あ
る
。

三
鷹
村
か
ら
歩
兵
第
一
連
隊
に
充
員
召
集
さ
れ
た
人
数
は
、
在
郷
軍
人
名

簿
か
ら
推
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
多
数
の
三
鷹
村
出
身
者
が
現
役
と
充
員

法
政
史
学
第
四
十
九
号

（
三
）
塞
翁
馬
ｌ
清
水
一
等
卒
の
場
合

陸
軍
歩
兵
一
等
卒
清
水
三
右
衛
門

「
軍
楽
生
徒
ト
シ
テ
明
治
廿
八
年
十
一
月
一
日
軍
楽
学
校
へ
入
校
明
治
出

二
月
一
日
陸
軍
軍
楽
生
申
付
ケ
ラ
ル
明
治
出
六
年
二
月
十
日
陸
軍
服
役
条

例
第
六
十
六
条
ニ
ョ
リ
歩
兵
一
等
卒
明
治
出
七
年
三
月
九
日
歩
兵
第
一

連
隊
充
員
召
集
疾
病
ニ
依
り
三
月
十
八
日
召
集
解
除
明
治
出
七
年
八
月

一
日
近
衛
歩
兵
第
三
連
隊
補
充
大
隊
へ
補
充
召
集
二
応
ジ
日
露
戦
役
従
軍
清

国
奉
天
付
近
戦
闘
参
与
」

清
水
一
等
卒
の
経
歴
は
三
鷹
村
在
郷
軍
人
の
中
で
最
も
変
わ
っ
て
い
る
。

そ
の
経
歴
は
粁
余
曲
折
、
運
と
不
運
の
連
続
で
あ
り
、
「
人
間
万
事
塞
翁
が

馬
」
の
感
が
あ
る
。

清
水
一
等
卒
は
、
日
清
戦
争
終
了
後
間
も
な
い
一
八
九
五
年
二
月
に
軍

楽
生
徒
と
し
て
陸
軍
軍
楽
学
校
に
入
校
し
て
い
る
。
軍
楽
部
は
各
兵
科
各
部

の
中
で
最
も
人
数
が
少
な
く
、
明
治
中
期
の
段
階
で
約
二
○
○
名
に
過
ぎ
な

い
。
こ
の
た
め
、
軍
楽
部
兵
卒
の
補
充
は
他
兵
科
と
異
な
り
、
一
般
徴
兵
か

ら
の
徴
募
は
全
く
行
わ
ず
、
す
べ
て
志
願
者
か
ら
の
選
抜
に
よ
っ
た
。
採
用

人
数
も
一
○
乃
至
二
○
名
程
度
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
、
一
○
倍
を
越
え
る

応
募
が
あ
っ
た
。
清
水
一
等
卒
は
、
一
八
歳
の
と
き
に
軍
楽
生
徒
を
受
験

召
集
を
問
わ
ず
、
開
戦
時
の
歩
兵
第
一
連
隊
に
所
属
し
て
い
た
に
違
い
な

い
。
こ
れ
ら
三
鷹
村
出
身
者
は
、
前
記
一
一
一
名
以
外
こ
と
ご
と
く
戦
死
も
し
く

は
負
傷
に
よ
る
兵
役
免
除
と
な
っ
た
。
山
岸
上
等
兵
は
復
員
後
の
論
功
行
賞

で
功
七
級
金
鶏
勲
章
が
授
与
さ
れ
た
が
、
恐
ら
く
金
鶏
勲
章
よ
り
も
自
分
が

生
き
残
れ
た
幸
運
を
噛
み
し
め
て
い
た
に
違
い
な
い
。

‐Ｌ，

′、

四
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し
、
幸
運
に
も
合
格
し
た
。

軍
楽
学
校
を
卒
業
し
た
清
水
一
等
卒
は
、
一
八
九
七
年
二
月
に
楽
生
と

な
っ
た
。
軍
楽
部
の
階
級
・
服
役
制
度
は
特
殊
で
あ
り
、
学
校
を
卒
業
し
た

生
徒
は
一
等
卒
相
当
の
楽
生
と
な
り
、
勤
務
年
数
・
能
力
に
応
じ
て
上
等
兵

相
当
の
楽
手
捕
、
下
士
相
当
の
楽
手
へ
と
進
級
し
て
い
く
。
一
八
九
九
年
に

階
級
制
度
が
改
正
さ
れ
、
軍
楽
部
は
楽
生
の
階
級
が
な
く
な
り
、
学
校
を
卒

業
し
た
生
徒
は
す
べ
て
楽
手
補
と
な
っ
た
。
恐
ら
く
清
水
一
等
卒
も
一
八
九

九
年
の
段
階
で
は
、
楽
手
補
の
階
級
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

軍
楽
部
は
、
選
ば
れ
た
人
間
で
あ
る
こ
と
と
、
士
気
高
揚
の
た
め
の
演
奏

が
任
務
で
あ
る
た
め
、
優
遇
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
｜
般
部
隊
で
は
限
ら

れ
た
優
秀
な
兵
卒
し
か
進
級
で
き
な
い
上
等
兵
の
階
級
が
、
学
校
を
卒
業
し

た
だ
け
で
与
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
楽
手
補
は
一
般
兵
卒
が
兵
営
で
拘
束

さ
れ
る
の
に
対
し
営
外
居
住
が
許
可
さ
れ
、
俸
給
も
営
外
加
俸
な
ど
が
加
算

さ
れ
て
高
額
で
あ
り
、
軍
服
も
き
ら
び
や
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
清
水
一
等
卒
の
優
雅
な
生
活
も
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
在
郷
軍
人
名
簿

の
記
載
に
よ
る
と
「
明
治
世
六
年
二
月
十
日
陸
軍
服
役
条
例
第
六
十
六
条
ニ

ョ
リ
歩
兵
一
等
卒
」
と
あ
る
。
陸
軍
服
役
条
例
第
六
六
条
に
は
「
下
士
ニ
シ

テ
禁
固
ノ
刑
二
処
セ
ラ
レ
…
…
官
ヲ
免
ゼ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
：
。
…
歩
兵
科
ノ
｜

等
卒
卜
為
ス
・
…
・
・
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
清
水
一
等
卒
は
一
九
○

一
一
一
年
の
段
階
で
、
軍
楽
部
の
下
士
で
あ
る
三
等
楽
手
に
任
官
し
て
お
り
、
罪

を
犯
し
た
た
め
に
歩
兵
一
等
卒
へ
降
等
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

降
等
さ
れ
た
清
水
一
等
卒
は
、
同
日
付
で
予
備
役
編
入
・
除
隊
と
な
っ
た

が
、
在
郷
一
年
余
で
日
露
開
戦
に
よ
り
充
員
召
集
さ
れ
た
。
日
露
戦
争
で
の

歩
兵
兵
卒
戦
死
率
が
一
○
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
対
し
、
軍
楽
部
の

兵
卒
の
履
歴
簿
（
渡
辺
）

（
Ｍ
）

戦
死
傷
者
は
一
人
Ｊ
、
い
な
い
。
軍
楽
部
か
ら
歩
兵
へ
の
転
科
は
、
天
国
か
ら

地
獄
へ
の
落
下
で
あ
る
。
し
か
し
、
清
水
一
等
卒
は
充
員
召
集
さ
れ
た
歩
兵

第
一
連
隊
で
、
疾
病
に
よ
り
召
集
解
除
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ま
ま
出
征
し

て
い
た
な
ら
ば
、
歩
兵
第
一
連
隊
の
死
傷
率
（
図
３
）
か
ら
考
え
る
と
、
恐

ら
く
五
体
満
足
で
帰
還
で
き
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

召
集
解
除
さ
れ
て
疾
病
も
癒
え
た
清
水
一
等
卒
の
元
に
、
再
び
召
集
令
状

が
舞
い
込
む
。
こ
の
時
、
清
水
一
等
卒
に
対
し
て
補
充
召
集
令
状
を
交
付
し

た
麻
布
連
隊
区
司
令
部
に
は
、
二
つ
の
選
択
が
あ
っ
た
。
清
水
一
等
卒
を
近

衛
師
団
要
員
に
す
る
か
、
第
一
師
団
要
員
に
す
る
か
で
あ
る
。
既
に
清
水
一

等
卒
は
一
九
○
四
年
六
月
で
後
備
兵
役
に
編
入
さ
れ
て
い
る
の
で
、
配
属
は

各
師
団
で
編
成
し
た
後
備
歩
兵
旅
団
と
な
る
。
近
衛
師
団
要
員
と
し
て
九
○

（
応
）

日
の
教
育
を
受
け
た
清
水
一
等
卒
は
、
｜
｜
ロ
刀
に
近
衛
後
備
歩
兵
旅
団
配
属

と
な
っ
た
。
近
衛
後
備
歩
兵
旅
団
は
沙
河
会
戦
の
終
わ
っ
た
一
○
月
中
旬
か

ら
奉
天
会
戦
ま
で
戦
闘
に
参
与
し
て
お
ら
ず
、
奉
天
会
戦
で
も
死
傷
率
は
三

（
旧
）

・
五
・
ハ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
第
一
師
団
で
編
成
さ
れ
た

後
備
歩
兵
第
一
旅
団
に
配
属
だ
っ
た
場
合
、
’
二
月
に
旅
順
第
一
一
一
回
総
攻
撃

で
壊
滅
し
、
奉
天
会
戦
で
も
田
義
屯
付
近
の
戦
闘
で
潰
走
し
た
た
め
、
死
傷

率
は
そ
れ
ぞ
れ
一
一
八
・
九
。
ハ
ー
セ
ン
ト
、
三
八
・
｜
・
ハ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て

い
る
。

運
と
不
運
の
狭
間
で
生
き
残
っ
た
清
水
一
等
卒
に
対
し
、
勲
八
等
白
色
桐

葉
章
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。

（
四
）
償
勤
兵
Ｉ
嶋
田
一
等
卒
の
場
合

陸
軍
重
砲
兵
一
等
卒
嶋
田
大
吉

六
五
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「
徴
兵
ト
シ
テ
明
治
出
一
年
一
二
月
一
日
東
京
湾
要
塞
砲
兵
連
隊
へ
入
隊

明
治
出
一
一
年
九
月
一
五
日
逃
亡
罪
ニ
ョ
リ
重
禁
固
一
一
ヶ
月
二
十
日
二
処
セ
ラ

ル
償
勤
明
治
世
二
年
十
二
月
四
日
除
隊
明
治
出
七
年
五
月
五
日
東
京

湾
要
塞
砲
兵
連
隊
充
員
召
集
二
応
ジ
日
露
戦
役
従
軍
明
治
出
八
年
八
月
廿

四
日
砲
兵
助
卒
ヨ
リ
｜
等
卒
進
級
」

｜
｜
｜
鷹
村
在
郷
軍
人
名
簿
の
中
に
「
償
勤
○
年
」
と
付
菱
さ
れ
た
兵
卒
が
三

名
い
る
。
現
役
と
し
て
服
役
中
に
陸
軍
刑
法
・
一
般
刑
法
違
犯
で
禁
固
以
上

の
刑
に
服
し
た
場
合
、
刑
に
服
し
て
い
る
期
間
は
現
役
服
役
年
数
に
含
ま
れ

ず
、
同
年
兵
達
が
満
期
除
隊
し
た
後
も
刑
に
服
し
て
い
た
期
間
分
を
引
き
続

き
勤
務
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
る
期
間
を

「
償
勤
」
と
言
う
が
、
一
一
｜
鷹
村
在
郷
軍
人
名
簿
で
は
兵
役
に
関
す
る
犯
罪
を

お
し
な
べ
て
「
償
勤
○
年
」
と
表
示
し
て
い
る
。
こ
の
三
名
の
償
勤
の
う
ち

二
名
が
逃
亡
罪
で
あ
り
、
嶋
田
一
等
卒
も
逃
亡
罪
に
よ
り
軍
法
会
議
で
禁
固

二
ヵ
月
二
○
日
の
判
決
を
受
け
て
い
る
。

嶋
田
一
等
卒
は
、
一
八
九
九
年
に
徴
集
さ
れ
、
現
役
に
服
し
て
い
た
当
初

図３下士兵卒死傷率

1．近衛ｉＩ１ｌｊ団

法
政
史
学
第
四
十
九
号

2．近衛歩兵第一連隊

3．第一師団

は
「
砲
兵
助
卒
」
と
い
う
雑
卒
で
あ
っ
た
。
雑
卒
は
、
同
じ
兵
卒
で
あ
り
な

が
ら
一
般
兵
卒
と
は
別
扱
い
で
あ
り
、
蔑
ま
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
雑
卒

が
誕
生
し
た
背
景
に
は
、
近
代
戦
争
で
の
膨
大
な
軍
需
物
資
が
あ
る
。
西
南

戦
争
で
は
、
前
線
へ
の
補
給
の
た
め
に
大
量
の
軍
夫
を
雇
っ
た
が
、
賃
金
が

高
く
且
つ
軍
規
も
課
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
反
省
に
よ
り
「
轆
重

輪
卒
」
と
い
う
新
職
種
が
創
設
さ
れ
、
兵
卒
と
同
様
に
徴
集
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
後
、
日
清
戦
争
の
経
験
に
よ
り
後
方
兵
岾
が
確
立
さ
れ
、
輻

重
輪
卒
の
増
徴
、
砲
弾
消
費
増
大
に
よ
る
砲
弾
輸
送
の
た
め
の
「
砲
兵
輪

卒
」
・
要
塞
増
強
に
よ
る
要
塞
砲
弾
補
給
の
た
め
の
「
砲
兵
助
卒
」
・
戦
傷
率

向
上
に
よ
る
患
者
担
送
の
た
め
の
「
看
護
卒
」
が
新
設
さ
れ
た
。
即
ち
雑
卒

と
は
軍
夫
の
代
用
で
あ
り
、
名
称
は
違
え
ど
も
内
容
は
運
搬
夫
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
任
務
は
余
り
好
ま
れ
ず
、
徴
兵
検
査
で
雑
卒
に
決
定
し
た
壮
丁
は

意
気
消
沈
し
た
。
雑
卒
は
戦
時
要
員
で
あ
る
の
で
、
現
役
在
営
期
間
が
轆
重

輪
卒
三
ヵ
月
、
砲
兵
輪
卒
・
看
護
卒
四
ヵ
月
と
短
い
が
、
砲
兵
助
卒
は
常
に

臨
戦
体
制
に
あ
る
要
塞
砲
兵
の
支
援
で
あ
る
た
め
一
年
と
や
や
長
い
。

4．歩兵第一連隊

出所：１．３「戦役統計」第六巻第

四編作戦『第二戦闘一

随』より作表

２「日露戦史」「近衛歩兵第

一連隊歴史」より作表

４「東京歩兵第一連隊写真

集」４５頁明治『明治三十七

八年戦役死傷表』より作表

なお２については戦闘参加総数の記

述がないため死傷率が計算できない

一
ハ
ー
ハ

戦闘地名 死傷率（％）

鴨縁 １．６

'様子徹 3.1

遼賜 '６．１

沙７｢Ｉ １３．４

奉天 20.0

戦闘地名 死傷者（人）

鴨縁江

様子嶺 5`Ｉ

遼陽 425

川沙

223

奉天 482

戦闘地名 ﾀﾋﾟ傷;#〈（％）

金州・南山 1０．５

旅順（第一回） 1６．１

水Ｉ１ｌｌｉ宮 1８．３

旅順（第 6.5

旅lllEi（第三回） 29.7

奉犬 /|().９

戦闘地名 死傷率（％）

金州・南山 11.4

旅||頂（前哨 １６．７

旅順（第一回） 53.9

旅順（第二 19.7

旅順（策三回） 58.7

奉天 １６．８
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嶋
田
助
卒
が
逃
亡
し
た
理
由
は
、
恐
ら
く
軍
隊
内
の
不
条
理
に
よ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
在
営
三
年
と
い
う
通
常
の
現
役
兵
に
比
べ
て
、
在
営
一
年
と
短

い
砲
兵
助
卒
で
す
ら
逃
亡
す
る
と
い
う
根
底
は
、
民
衆
の
兵
役
に
対
す
る
厭

嫌
に
他
な
ら
な
い
。
当
時
の
徴
兵
忌
避
の
実
態
と
し
て
、
’
九
一
二
年
南
多

摩
郡
「
徴
集
免
除
名
簿
」
で
は
、
三
○
九
名
中
三
人
も
の
徴
兵
忌
避
に
よ
る

（
ロ
）

失
畭
者
を
出
し
て
い
る
。
徴
兵
検
査
時
の
失
跨
は
徴
兵
令
違
犯
に
問
わ
れ
、

欠
席
裁
判
の
後
に
官
憲
に
よ
る
捜
査
・
官
報
へ
の
住
所
氏
名
掲
載
な
ど
が
兵

役
の
終
了
す
る
四
○
歳
ま
で
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
兵
営
で
の
逃
亡
に
つ
い
て

は
、
六
日
以
内
（
戦
時
は
三
日
以
内
・
敵
前
は
経
過
日
時
無
し
）
に
復
帰
す

（
旧
）

れ
ば
懲
罰
く
わ
の
対
象
で
あ
り
、
軽
営
倉
・
重
営
倉
で
済
む
。
し
か
し
六
日
以

上
経
過
す
る
と
陸
軍
刑
法
の
対
象
に
な
り
、
懲
罰
令
よ
り
重
い
処
断
が
下
さ

れ
る
。
嶋
田
助
卒
も
禁
固
二
ヵ
月
二
○
日
と
い
う
重
い
判
決
を
受
け
て
い
る

の
で
、
陸
軍
刑
法
に
拠
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

雑
卒
で
逃
亡
罪
の
前
科
を
持
つ
嶋
田
助
卒
に
充
員
召
集
令
が
下
る
の
は
、

’
九
○
四
年
五
月
の
こ
と
で
あ
る
。
東
京
湾
要
塞
砲
兵
連
隊
で
は
、
敵
艦
隊

警
戒
の
た
め
開
戦
直
後
か
ら
緊
急
配
備
に
あ
っ
た
が
、
同
時
に
備
付
け
の
大

（
旧
）

口
径
砲
を
攻
城
砲
と
し
て
戦
地
へ
派
遣
し
て
い
た
。
嶋
田
助
卒
の
在
郷
軍
人

名
簿
に
戦
地
派
遣
の
記
載
は
な
い
の
で
、
復
員
ま
で
戦
地
に
は
行
か
ず
、
東

京
湾
要
塞
で
海
上
警
戒
に
あ
た
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

嶋
田
助
卒
の
召
集
中
に
陸
軍
服
役
条
例
が
改
正
さ
れ
、
雑
卒
も
一
般
兵
卒

へ
進
級
で
き
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
嶋
田
助
卒
も
こ
の
規
定
に
よ
り
、
蔑

ま
さ
れ
る
雑
卒
か
ら
砲
兵
一
等
卒
へ
と
進
級
し
た
。
そ
し
て
戦
後
の
論
功
行

賞
で
勲
八
等
瑞
宝
章
が
授
与
さ
れ
た
。
し
か
し
、
決
し
て
逃
亡
罪
が
帳
消
し

に
な
っ
た
訳
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
北
多
摩
郡
叙
勲
者
名
簿
」
の
嶋
田
一

兵
卒
の
履
歴
簿
（
渡
辺
）

等
卒
の
欄
に
は
、
赤
字
で
「
犯
罪
」
と
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

（
卯
）

る
。日
露
戦
争
は
終
了
し
た
。
三
鷹
村
の
総
出
征
者
と
戦
死
者
数
は
、
『
一
一
一
鷹

市
史
』
『
北
多
摩
郡
誌
』
『
東
京
府
統
計
』
な
ど
に
記
載
が
な
い
。
三
鷹
村
の

実
数
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
出
征
軍
人
の
戦
死
率
六
・
三
パ
ー
セ
ン

ト
、
入
院
以
上
の
負
傷
者
を
含
む
戦
死
傷
率
二
○
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う

（
幻
）

数
字
か
ら
考
え
る
と
、
生
き
残
れ
た
者
は
幸
せ
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
日
露
戦
争
と
い
う
未
曾
有
の
大
戦
争
が
終
わ
っ
て
も
、
兵
卒
と

し
て
の
服
役
は
続
い
て
い
る
。
毎
年
一
回
の
簡
閲
点
呼
、
予
・
後
備
服
役
中

四
回
の
勤
務
演
習
召
集
な
ど
に
応
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
在
郷
軍

人
名
簿
に
「
近
第
一
」
な
ど
の
付
菱
が
貼
っ
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
近
衛
師
団

第
一
動
員
と
し
て
充
員
召
集
令
状
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
戦
時

に
よ
り
動
員
令
が
下
さ
れ
る
と
、
直
ち
に
充
員
召
集
令
状
が
交
付
さ
れ
る
仕

組
み
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
服
役
は
、
兵
役
の
終
了
す
る
四
○
歳
ま

で
続
く
こ
と
に
な
る
。

日
露
戦
争
に
お
け
る
論
功
行
賞
で
、
三
鷹
村
か
ら
は
一
一
九
名
の
叙
勲

者
、
｜
時
金
の
み
の
支
給
者
と
従
軍
記
章
の
み
の
授
与
者
を
合
わ
せ
る
と
一

（
理
）

四
五
名
の
多
数
に
昇
る
授
賞
者
を
出
し
た
。
内
訳
は
功
四
級
金
鶏
勲
章
一
名

（
”
）

・
同
七
級
七
名
、
勲
四
等
旭
日
小
綬
章
一
名
、
勲
七
等
一
目
色
桐
葉
章
一
一
一
名

（
｜
時
金
三
○
○
円
一
名
・
百
五
十
円
一
名
・
百
円
一
名
）
、
勲
八
等
白
色

桐
葉
章
七
一
一
一
名
（
｜
時
金
二
○
○
円
一
一
一
名
・
百
五
十
円
二
十
一
名
、
・
百

円
一
二
名
・
八
十
円
一
九
名
）
同
瑞
宝
章
一
一
一
四
名
（
｜
時
金
八
○
円
二
○
名

一
一
一
兵
卒
の
そ
の
後

六
七
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・
七
十
円
一
一
名
。
｜
時
金
な
し
三
名
）
、
一
時
金
の
み
支
給
者
一
九
名

（
五
○
円
八
名
・
三
十
五
円
一
一
名
）
、
従
軍
記
章
の
み
授
章
者
七
名
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
勲
記
・
｜
時
金
授
賞
の
基
準
は
、
階
級
・
戦
地
勤
務

の
期
間
・
兵
種
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
前
項
で
述
べ
た
村
越
一
等

卒
と
嶋
田
一
等
卒
の
場
合
、
勤
務
年
数
は
ほ
ぼ
同
じ
で
こ
そ
あ
る
が
、
一
方

が
終
始
第
一
戦
で
戦
闘
し
た
歩
兵
で
あ
り
、
も
う
一
方
が
途
中
ま
で
雑
卒
で

あ
り
且
つ
東
京
湾
要
塞
と
い
う
国
内
勤
務
で
あ
っ
た
た
め
、
同
じ
勲
八
等
で

あ
り
な
が
ら
白
色
桐
葉
章
一
時
金
二
○
○
円
と
瑞
宝
章
一
時
金
七
○
円
と
い

う
大
き
な
差
が
生
じ
た
。
こ
の
こ
と
は
士
官
と
兵
卒
の
間
で
は
顕
著
で
あ

り
、
山
岸
上
等
兵
が
未
曾
有
の
激
戦
を
戦
い
抜
い
て
功
七
級
金
鶏
勲
章
年
金

一
○
○
円
で
あ
る
こ
と
に
対
し
、
一
回
の
戦
闘
し
か
参
与
せ
ず
且
つ
奉
天
会

（
剛
）

戦
中
最
も
損
害
の
少
な
か
っ
た
歩
兵
第
四
十
六
連
隊
の
大
隊
長
で
あ
っ
た
岩

（
あ
）

丼
中
佐
が
功
四
級
金
鶏
勲
章
年
金
五
○
○
円
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
村
野

三
等
主
計
正
に
至
っ
て
は
、
留
守
師
団
経
理
部
部
員
と
い
う
国
内
勤
務
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
勲
四
等
旭
日
小
授
章
一
時
金
二
○
○
円
が
下
賜
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
に
「
｜
将
功
成
り
万
骨
枯
る
」
の
図
式
が
み
ら
れ
る
。

日
露
戦
争
と
は
、
敗
戦
で
国
を
滅
ぼ
し
た
太
平
洋
戦
争
を
除
け
ば
、
戦
前

期
日
本
が
経
験
し
た
最
大
の
戦
争
で
あ
り
、
名
目
上
は
大
国
ロ
シ
ア
を
下
し

た
誉
れ
の
戦
争
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
は
講
和
に
よ
る
停
戦
で
あ
っ
て
賠

償
金
も
取
れ
ず
、
植
民
地
獲
得
以
外
に
は
膨
大
な
戦
費
に
よ
る
増
税
し
か

残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
除
隊
・
召
集
解
除
と
な
っ
た
兵
卒
は
最
大
の
功
労
者

で
あ
り
な
が
ら
市
井
の
中
で
増
税
に
あ
え
ぎ
、
命
を
的
に
得
た
論
功
行
賞
に

よ
る
一
時
金
も
平
均
月
収
の
一
～
三
ヵ
月
分
に
過
ぎ
ず
、
右
か
ら
左
へ
と
消

え
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。
数
少
な
い
金
鶏
勲
章
受
賞
者
も
、
年
金
一
○
○

法
政
史
学
第
四
十
九
号

三
鷹
村
在
郷
軍
人
名
簿
は
兵
卒
の
経
歴
の
羅
列
に
過
ぎ
な
い
。
在
郷
軍
人

名
簿
と
い
う
特
性
上
、
戦
死
者
の
記
載
や
、
戦
争
の
苦
労
話
が
書
い
て
あ
る

訳
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
は
兵
卒
の
声
な
き
声
が
聞
こ
え
て
く

る
。
望
ま
な
い
徴
兵
、
全
く
の
受
け
身
の
状
態
で
不
意
に
や
っ
て
く
る
召
集

令
状
、
激
戦
、
逃
亡
１
．
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
．
在
郷
軍
人
名
簿
に
一

枚
の
記
載
も
な
い
、
声
な
き
声
も
あ
る
。
こ
の
名
簿
の
中
に
は
一
八
九
六
年

徴
集
の
歩
兵
兵
卒
が
一
人
も
い
な
い
。
’
八
九
六
年
徴
集
の
歩
兵
兵
卒
は
、

日
露
戦
争
開
戦
直
後
の
一
九
○
四
年
四
月
に
後
備
役
に
編
入
さ
れ
て
い
る
の

で
、
後
備
歩
兵
第
一
旅
団
の
所
属
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
恐
ら

く
全
員
が
戦
死
も
し
く
は
戦
傷
に
よ
る
兵
役
免
除
（
廃
兵
）
に
な
っ
た
と
恩

（
鉛
）

わ
れ
る
。

日
露
戦
争
に
お
い
て
、
日
本
は
常
備
兵
力
一
七
万
人
を
召
集
に
よ
り
総
兵

力
’
’
○
万
人
に
ま
で
拡
大
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
三
鷹
村
日
露
戦
争
参
加

者
の
大
半
が
召
集
に
よ
る
従
軍
で
あ
る
こ
と
を
見
て
も
よ
く
分
か
る
。
だ

が
、
戦
時
に
お
い
て
完
全
に
在
郷
軍
人
に
依
存
し
て
い
る
日
本
陸
軍
の
実
態

は
ど
の
よ
う
な
軍
隊
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
大
量
の
徴
兵
忌
避
を
無
理
矢
理

押
さ
え
つ
け
る
軍
隊
、
一
方
的
に
召
集
令
状
だ
け
送
っ
て
後
は
知
ら
ん
顔
の

軍
隊
、
指
揮
官
が
そ
の
無
能
さ
を
省
み
ず
や
た
ら
と
攻
撃
失
敗
し
て
死
傷
率

円
と
い
う
額
で
は
、
現
在
の
賞
与
一
回
分
程
度
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
士
官

は
、
名
誉
と
体
面
を
十
分
に
保
ち
う
る
年
金
を
得
て
い
た
。
兵
卒
に
と
っ
て

の
日
露
戦
争
は
、
運
の
悪
い
者
に
は
死
を
、
そ
し
て
生
き
残
っ
者
に
は
「
表

面
上
の
み
の
名
誉
」
を
与
え
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
戦
争
で
あ
っ
た
。

結

＿Ｌｃ

ノ、

ﾉ（
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だ
け
高
い
軍
隊
、
。
将
功
成
り
万
骨
枯
る
」
式
の
軍
隊
、
こ
の
よ
う
な
軍

隊
は
「
国
民
軍
」
た
り
得
な
い
。
こ
の
「
国
民
軍
た
り
得
な
い
軍
隊
」
の
存

在
が
、
戦
前
超
国
家
主
義
の
因
と
な
っ
た
。

三
鷹
村
在
郷
軍
人
名
簿
が
語
る
内
容
は
、
日
露
戦
争
の
み
な
ら
ず
、
戦
前

期
日
本
の
縮
図
の
よ
う
で
も
あ
る
。

註（
－
）
『
三
鷹
市
史
』
四
二
○
頁
。

（
２
）
『
北
多
摩
郡
誌
』
一
○
・
一
○
九
頁
。

（
３
）
『
海
軍
制
度
沿
革
』
第
五
巻
二
一
一
～
一
一
五
一
頁
。
以
下
、
徴
兵
法
令
に
つ

い
て
は
『
海
軍
制
度
沿
革
』
第
五
巻
、
陸
軍
召
集
・
服
役
法
令
に
つ
い
て
は
『
法

令
全
書
』
参
照
。

（
４
）
『
大
分
県
近
代
軍
事
史
序
説
』
八
四
頁
に
、
直
人
郡
那
野
村
役
場
の
場
合
の

Ｒ
滴
・
日
露
戦
争
の
兵
事
事
務
に
つ
い
て
「
古
今
未
曾
有
の
多
忙
を
極
め
た
り
」

の
記
述
が
あ
る
。

（
５
）
現
在
、
束
払
部
Ⅲ
東
村
山
町
・
茨
城
県
旧
五
箇
村
の
在
郷
軍
人
名
濁
に
つ
い

て
、
所
在
を
確
認
中

（
６
）
『
近
衛
歩
兵
第
一
連
隊
歴
史
』
下
巻
一
八
頁

（
７
）
召
集
の
稀
類
は
、
陸
軍
召
集
条
例
に
よ
る
と
平
時
召
集
に
教
育
召
集
・
勤
務

演
習
召
集
・
帰
休
兵
召
集
・
簡
閲
点
呼
、
戦
時
召
集
に
は
充
員
召
集
・
補
欠
召
集

・
臨
時
召
集
、
国
箙
股
終
兵
力
の
国
民
兵
隊
を
召
集
す
る
国
民
兵
召
集
な
ど
が
あ

る
。

（
８
）
『
近
衛
歩
兵
第
一
連
隊
歴
史
』
下
巻
一
一
一
九
～
二
四
二
頁
。

（
９
）
『
日
露
城
争
と
日
本
軍
隊
』
五
七
頁
。

（
Ⅲ
）
各
兵
科
別
戦
死
率
は
歩
兵
一
○
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
騎
兵
二
・
七
。
ハ
ー
セ
ン

兵
卒
の
履
歴
輝
（
渡
辺
）

卜
、
砲
兵
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
Ｌ
兵
四
・
七
。
ハ
ー
セ
ン
ト
、
鯛
璽
兵
○
・
二

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
歩
兵
か
高
率
で
あ
る
こ
と
か
分
か
る
。
『
日
露
戦
争
の
軍

事
史
的
研
究
』
一
三
○
頁
。

（
Ⅱ
）
『
日
露
戦
史
』
第
九
巻
に
よ
る
と
、
奉
犬
会
戦
で
の
第
一
師
団
歩
兵
連
隊
死

傷
者
数
は
、
歩
兵
第
一
連
隊
三
一
六
名
・
歩
兵
十
五
連
隊
一
○
一
○
名
・
歩
兵
第

二
連
隊
一
二
一
六
名
・
歩
兵
第
一
一
一
連
隊
九
六
七
名
で
あ
り
、
田
義
屯
の
戦
闘
に
直

接
参
与
し
な
か
っ
た
歩
兵
第
一
連
隊
の
死
傷
肴
の
少
な
さ
が
窺
え
る
。

（
旧
）
『
戦
役
統
計
』
第
一
巻
動
員
よ
り
挑
定
・
計
算
。

（
旧
）
図
－
の
第
一
師
団
要
員
か
ら
野
戦
師
川
所
屈
者
の
み
抽
川
し
、
騎
兵
旅
団
・

砲
兵
旅
団
・
東
京
湾
要
塞
砲
兵
連
隊
・
補
助
輸
卒
隊
・
補
充
隊
を
除
い
た
。

（
川
）
『
日
露
戦
争
の
軍
事
史
的
研
究
』
一
三
○
頁
。

（
旧
）
『
戦
役
統
計
』
第
三
巻
第
二
編
作
戦
「
第
四
召
集
兵
卒
教
育
師
団
別
」

に
よ
れ
ば
、
八
月
一
日
の
補
充
召
集
は
補
充
兵
に
対
し
九
○
ｕ
の
教
育
を
行
っ
て

お
り
、
恐
ら
く
歩
兵
と
し
て
教
育
を
受
け
て
い
な
い
清
水
一
等
卒
も
一
緒
に
教
育

を
受
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
旧
）
近
衛
・
第
一
後
備
歩
兵
旅
団
の
死
傷
率
は
『
戦
役
統
計
』
第
二
巻
第
四
編
作

戦
よ
り
計
算
。

（
Ⅳ
）
『
明
治
四
五
年
南
多
摩
郡
徴
集
免
除
名
簿
』
来
京
部
公
文
書
館
所
蔵
。

（
旧
）
『
日
露
戦
争
の
軍
事
史
的
研
究
』
二
ｎ
ｈ
頁
。

（
旧
）
『
横
須
賀
重
砲
兵
連
隊
史
』
二
九
～
六
四
画
。

（
卯
）
『
明
治
三
九
年
北
多
摩
郡
叙
勲
者
名
瀧
』
東
京
品
公
文
欝
館
所
蔵
。

（
別
）
『
日
露
戦
争
の
軍
事
史
的
研
究
』
’
三
一
頁
。

（
皿
）
『
明
治
三
十
九
年
北
多
原
郡
叙
勲
者
名
簿
』
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
。

（
羽
）
金
鶏
勲
章
受
賞
者
は
旭
日
章
も
同
時
に
授
与
さ
れ
る
か
、
こ
こ
で
は
旭
日
章

受
賞
者
か
ら
割
愛
。

（
皿
）
『
日
露
戦
史
』
第
九
巻
。
歩
兵
第
四
六
浬
隊
の
奉
犬
会
戦
に
お
け
る
死
傷
者

ヰー■ニ

ノ、

/Ｌ
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主
要
参
考
文
献

○
徴
兵
制
度
・
法
令
関
係

大
江
志
乃
夫
『
徴
兵
制
』
岩
波
新
書
、
一
九
八
九
年

松
下
芳
男
『
徴
兵
令
制
定
史
』
五
月
書
房
、
’
九
八
一
年

加
藤
陽
子
『
徴
兵
制
と
近
代
日
本
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年

「
支
那
事
変
大
東
亜
戦
争
動
員
概
史
』
一
九
八
八
年
不
二
出
版
復
刻

季
刊
『
軍
事
史
学
』
軍
事
史
学
会
編

内
閣
官
報
局
編
纂
『
現
代
法
令
輯
覧
』
（
国
会
図
書
館
所
蔵
版
の
う
ち
、
兵
事

法
令
収
録
は
一
九
○
七
・
一
六
・
一
八
・
二
○
・
二
九
年
版
）

海
軍
大
臣
官
房
編
『
海
軍
制
度
沿
鋪
』
第
五
巻
、
一
九
三
九
年
（
陳
謝
房
よ
り

○
日
露
戦
争
関
係

数
は
一
二
七
名
に
過
ぎ
ず
、
参
加
歩
兵
連
隊
中
最
も
少
な
い
。

（
妬
）
三
鷹
村
在
郷
軍
人
中
、
士
官
は
岩
井
中
佐
と
村
野
三
等
主
計
正
の
二
人
の
み

で
あ
り
、
二
人
と
も
上
長
官
（
佐
官
）
と
い
う
高
階
級
で
、
且
つ
日
清
・
日
露
両

戦
争
に
参
加
し
て
い
る
。

（
邪
）
後
備
歩
兵
第
一
旅
団
の
死
傷
率
は
、
旅
順
第
一
回
攻
撃
二
五
・
二
パ
ー
セ
ン

ト
、
旅
順
第
二
回
攻
撃
五
六
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
旅
順
第
一
一
一
回
攻
撃
一
一
八
・
九

パ
ー
セ
ン
ト
、
奉
天
会
戦
三
八
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
一
七
個
の
後
伽
歩
兵

旅
団
の
中
で
最
も
高
い
。

法
政
史
学
第
四
十
九
号

参
謀
本
部
編
『
明
治
三
十
七
八
年
日
露
戦
史
』
偕
行
社
、
’
九
一
二
～
’
五
年

陸
軍
省
編
『
明
治
三
十
七
八
年
日
蝋
政
史
』
（
一
九
八
三
年
湘
南
堂
書
店
よ
り

陸
軍
省
編
『
成
規
類
聚
』
防
衛
研
究
所
戦
史
部
図
書
館
蔵

海
軍
大
臣
官
房
編
『
海
軍
諸
例
則
』
第
二
巻
Ⅲ
、
一
九
四
一
年
（
原
書
房
よ
り

海
軍
大
臣
官
房
編

一
九
七
九
年
復
刻
）

一
九
八
六
年
少
倶
刻
）

復
刻
）

陸
軍
省
編
『
明
治
三
十
七
八
年
戦
役
統
計
』
二
九
九
四
年
東
洋
書
林
よ
り

「
日
露
戦
争
統
計
集
」
と
し
て
復
刻
）

奥
村
房
夫
監
修
『
近
代
日
本
戦
争
史
第
一
編
』
（
桑
田
悦
編
）
同
台
経
懇
話

会
、
一
九
九
五
年

大
江
志
乃
夫
『
日
露
戦
争
と
日
本
軍
隊
』
立
風
書
房
、
一
九
八
七
年

大
江
志
乃
夫
『
日
露
戦
争
の
軍
事
史
的
研
究
』
岩
波
鍔
店
、
一
九
七
六
年

大
江
志
乃
夫
『
兵
士
た
ち
の
日
露
戦
争
』
朝
日
逸
書
、
一
九
八
八
年

○
兵
事
事
務
関
係

黒
田
俊
雄
編
『
村
と
戦
争
ｌ
兵
事
係
の
記
録
』
桂
書
房
、
一
九
八
八
年

長
岡
健
一
郎
『
銃
後
の
風
景
ｌ
あ
る
兵
事
狙
任
の
回
想
ｌ
」
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
、
一
九

九
二
年

東
村
山
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
集
「
東
村
山
市
史
研
究
』
第
四
号
、
’
九
九
五

年
三
月

吉
川
蝋
治
『
大
分
県
近
代
軍
事
史
序
説
』
近
代
文
芸
社
、
一
九
九
三
年

『
久
留
米
師
団
召
集
徴
発
雇
用
書
類
』
不
二
出
版
、
一
九
八
五
年
復
刻

七
○
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